
保守委託業務適正化管理業務
仕様書
令和８年３月

大崎市病院事業
１　件名
　　保守委託業務適正化管理業務
２　目的
　　大崎市病院事業において，委託している保守業務を第三者的・専門的立場から管理・検証し，品質・法令遵守を確保しつつ，業務委託料の適正化を目的とする。
３　業務内容
　情報システム経費等の委託事業について，当院が提供する契約書・仕様書等に基づき，契約内容等の分析，コスト削減策の企画立案，コスト削減に向けた具体的な活動支援，成果指標の測定等を実施することで，適正な仕様や価格への見直しを図ること。

（１）保守契約情報の調査
　　ア　契約書や関連資料を基に情報整理を行い，不足情報については保守契約先に直接調査を行うこと。
イ　ベンダーとのやり取り履歴や院内取り決め事項を記録すること。
ウ　契約書や見積書などの関連資料（Excel，PDF等）を保存できること。

（２）保守契約情報の整理及び可視化
　　　収集した情報を整理し，デジタル管理を行うこと。また，各保守契約を一つの管理単位として整理し，以下の情報を一覧で確認できること。
ア　契約期間
イ　年額保守費用
ウ　契約形態
エ　契約先ベンダー
オ　更新予定時期
カ　機器情報
（ア）メーカー
（イ）製品名
（ウ）型番
（エ）機器種別
（オ）保守対応時間
（カ）運用リスクレベル

（３）システムライフサイクル管理
　　　導入時期，耐用年数を整理し，システム更新時期を可視化すること。

（４）保守費用の適正価格分析
　　　保守費用の妥当性を評価するため，以下の分析を実施すること。
ア　ハードウェア保守費用分析
イ　ソフトウェア保守費用分析

（５）ベンダー及び保守体制の整理
　　　保守契約に関連する以下のベンダー情報を整理すること。
ア　ベンダー名
イ　商流関係
ウ　営業担当者
エ　技術担当者
オ　連絡先

（６）セキュリティ環境の調査
　　　各システムのリモート接続環境について以下の情報を整理すること。また，公開されている脆弱性情報との照合を行い，セキュリティリスクの有無を確認すること。
ア　接続方式
イ　使用しているセキュリティ製品
ウ　製品型番
エ　ファームウェアバージョン

（７）契約更新支援
　　　保守契約更新に向けて以下の支援をすること。
ア　変更契約に向けた見積依頼
イ　次年度契約に向けた見積依頼
ウ　見積内容確認
エ　契約内容整理
オ　契約書作成支援
カ　契約情報の管理

（８）調査分析レポートの作成
　　　以下の分析レポートを作成すること。
ア　保守費用適正価格分析報告書
イ　保守費用構成分析
ウ　保守作業履歴分析
エ　保守以外費用の妥当性検証レポート

（９）その他
本号（１）から（８）までに掲げるもののほか，上記内容に記載のない事項に関し，発注者との協議を前提として，これに対応すること。

４　履行期間

　契約締結日の翌日から令和９年３月３１日まで

５　履行場所
　　大崎市民病院本院（宮城県大崎市古川穂波三丁目８番１号）

　

６　契約方式等
（１）契約方式

　　　成果連動型民間委託契約方式
　　※　行政課題の解決に対応した成果指標を設定し，成果指標値の改善状況に連動して委託費等を支払う手法
（２）契約金額
　　　契約金額（支払額）は固定払いによる支払額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額（以下「固定支払額」という。）並びに本業務の成果によるコスト削減金額の合計（以下「年間コスト削減額」という。）に成果連動払いの割合（受託者の提案により決定する。）を乗じた額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の合計額とする。なお，固定支払額については，コスト削減金額の成果に関わらず，業務実施に対して支払うものとする。
（３）委託費の支払い条件
　　　支払い回数及び支払い時期は，別途協議のうえ決定する。
（４）コスト削減金額の算定対象の範囲
　　ア　コスト削減金額の算定対象は，受託者から提案されたコスト削減策のうち，当院が見直しを行いコスト削減が実現した契約及び契約内容とする。
　　イ　当院の施策の転換等の事由により翌年度の業務が行われない場合や，コスト削減の取り組みが著しくサービスの低下や品質悪化につながる恐れがある場合は，コスト削減金額の算定対象としない。
　　ウ　当院が既に予定している契約内容等の見直しの事実を，受託者の中間報告書の提出までに受託者と書面等で共有した場合は，コスト削減金額の対象としない。
（５）コスト削減金額の算定方法
受託者の具体的な提案に基づき，当院が取組を実施したことにより，コスト削減　が実現したことが明らかな対象（以下「成果測定対象」という。）をコスト削減金額の算定対象とすることとする。
各契約の契約内容等に応じて，以下のア～ウの方法のいずれかで算定するものとする。
　　ア　成果測定対象の改定前契約額 － 成果測定対象の改定後契約額
　　イ　（成果測定対象の改定前単価 － 成果測定対象の改定後の新規単価） ×年間実績数
　　ウ　（成果測定対象の改定前月額 － 成果測定対象の改定後の月額）× 12
· 契約額及び単価については，消費税及び地方消費税を含む額とする。
· 新規契約額，単価，数量等について，本業務の成果に因らない外部要因（最低賃金の上昇等）による増減がある場合や，受託者からの具体の金額等については当院と協議のうえ決定する。
· 年間実績数については，前年度実績数を原則としつつ，本年度に発注量が著しく増減がある場合は，当院と協議のうえ決定する。
ただし，上記ア～ウ以外に適切な算定方法がある場合は，当院と協議のうえ決定　する。
７　付帯事項
　(１)　受注者は，関係法令を遵守して業務を遂行すること。
　(２)　受注者は，本業務の関係者とあらかじめ密接な連絡調整を行い，本業務を安全かつ円滑に実施できるようにすること。
　(３)　受注者は，緊急時の連絡体制と現場の初動体制を明確にした上で，不測の事態により実施内容に支障が生じた場合，発注者と協議の上速やかに対応すること。
　(４)　受注者は，発注者におけるセキュリティポリシーに係る規定を遵守し，厳格な情報保護対策，滅失対策を講じること。

　(５)　受注者は，業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合には，個人情報の保護に関する法律及び発注者における個人情報の保護に関する規定に則り，その取扱いには十分留意し，漏洩，滅失及び毀損のないよう適切に管理すること。
　(６)　受注者は，業務を行うにあたり知り得た秘密を他に漏らし，又は自己の利益のために利用することはできない。業務終了後も同様とする。また，本業務を遵守するための秘密保持契約を締結する等，秘密保持について必要となる措置を行うこと。

　(７)　本事業の実施にあたり制作した成果品について生ずる一切の著作権は，全て発注者に帰属するものとする。第三者の著作物を使用する場合，発注者が成果品をいかに使用しても，第三者からの権利の主張がない状態で納品すること。
　(８)　受注者は，定期的に進捗報告を行うこと。具体的事項は，別途発注者と協議の上決定すること。

　(９)　受注者は，会議及び打合せの開催日から１週間以内に議事録を発注者へ提出すること。

　(１０)　受注者は，システムの導入が必要な場合で，懸案事項や問題等が発生した場合は，直ちに発注者に申し出て協議を行うこと。

　(１１)　受注者は，ソフトウェアのインストール等が必要な場合は，受注者において作業を行うが，事前に発注者へ相談し，許可を得てから実施すること。

　(１２)　発注者へ提供・納品したソフトウェアについて，ベンダー作成の手順書及び技術仕様書を納めること。

　(１３)　受注者は，導入した全てのソフトウェア等に関して，アフターサービスや修理，各種相談の受付・連絡窓口を一本化し，常時迅速に障害対応できる体制を確保すること。

　(１４)　仕様変更やメンテナンス等でソフトウェアの稼働停止が必要な場合は，適用時及び翌日の立会いを行うこと。

　(１５)　仕様変更やメンテナンス等でソフトウェアの稼働停止が必要な場合は，受注者の責任において，停止時間帯に本来実施すべきであった処理を漏れなく行うこと（停止時間帯に起動するバッチ処理を復旧後に手動で起動する等）。

　(１６)　本仕様及び構成等について，発注者に無断で他施設等へ情報提供は行わないこと。

８　暴力団等の排除について

　(１)　この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団等排除措置規則（平成２５年６月１日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは，契約を解除することがある。

　(２)　本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請負させ，若しくは受託させてはならない。また，この契約の下請負若しくは受託をさせた者が，排除規則の措置要件に該当すると認められるときは，当該下請契約等の解除を求めることがある。

　(３)　この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から不当要求又は妨害を受けたときは，速やかに警察への通報を行い，捜査上必要な協力を行うとともに，発注者へ報告すること。また，この契約の下請負若しくは受託をさせた者が，暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは，同様の措置を行うよう指導すること。

なお，暴力団員等から不当要求又は妨害を受け，適切に警察への通報，捜査協力及び発注者への報告が行われた場合で，これにより，履行遅延等が発生すると認められるときは，必要に応じて工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。

９　その他

　(１)　受注者は，業務工程表を，発注者と協議の上決定すること。

　(２)　執務，既存の建物及び設置物に損害を与えないように業務を実施すること。

　(３)　業務実施に関して疑問が生じた場合は，速やかに発注者と協議すること。

　(４)　作業完了後は，作業完了報告書を発注者に提出し，発注者側の承認を得ること。

　(５)　本仕様に記載のない事項であっても，業務遂行に必要となる事項等については，発注者と協議の上対応するものとする。
　(６)　業務遂行上知り得た発注者の機密事項や他企業の情報については，守秘義務を遵守すること。
以上　

